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第６３号議案 

   豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

について 

 豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定めるものとする。 

  令和３年８月２６日提出 

                     豊川市長 竹 本 幸 夫   

 

 

   豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 豊川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年豊

川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 機関 事務 特定個人情報   機関 事務 特定個人情報  

 １～５ (略)   １～５ (略)  

 ６ 市

長 

生活保護法

による保護

の決定及び

実施、就労

自立給付金

若しくは進

学準備給付

金の支給、

被保護者健

康管理支援

事業の実施

、保護に要

する費用の

返還又は徴

収金の徴収

に関する事

務であって

規則で定め

るもの 

(略)   ６ 市

長 

生活保護法

による保護

の決定及び

実施、就労

自立給付金

若しくは進

学準備給付

金の支給、

被保護者健

康管理支援

事業の実施

、保護に要

する費用の

返還又は徴

収金の徴収

に関する事

務であって

規則で定め

るもの 

(略)  
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 ７～11 (略)   ７～11 (略)  

 12 市

長 

災害対策基

本法（昭和 

36年法律第

223号）に

よる避難行

動要支援者

名簿の作成

、個別避難

計画の作成

、罹
り

災証明

書の交付又

は被災者台

帳の作成に

関する事務

であって規

則で定める

もの 

(略)   12 市

長 

災害対策基

本法（昭和 

36年法律第

223号）に

よる避難行

動要支援者

名簿の作成

、個別避難

計画の作成

、罹
り

災証明

書の交付又

は被災者台

帳の作成に

関する事務

であって規

則で定める

もの 

(略)  

 13～29 (略)   13～29 (略)  

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

 情報

照会

機関 

事務 

情報

提供

機関 

特定個 

人情報 

  情報

照会

機関 

事務 

情報

提供

機関 

特定個 

人情報 

 

 １ 市

長 

生活保護法

による保護

の決定及び

実施、就労

自立給付金

若しくは進

学準備給付

金の支給、

被保護者健

康管理支援

事業の実施

、保護に要

する費用の

返還又は徴

収金の徴収

に関する事

務であって

規則で定め 

教育

委員

会 

(略)   １ 市

長 

生活保護法

による保護

の決定及び

実施、就労

自立給付金

若しくは進

学準備給付

金の支給、

被保護者健

康管理支援

事業の実施

、保護に要

する費用の

返還又は徴

収金の徴収

に関する事

務であって

規則で定め 

教育

委員

会 

(略)  
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   るもの       るもの    

 ２～４ (略)   ２～４ (略)  
  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

     理 由 

 この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある

からである。 

 

 


